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説

は
じ
め
に

論

一
般
の
行
政
行
為
は
、
相
手
方
に
告
知
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
直
ち
に
拘
束
力
、
公
定
力
、
執
行
力
と
い
っ
た
効
力
を
生
じ
、
不
服
申
立
て

や
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
効
力
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
(
行
訴
法
二
五
条
一
項
、
行
審
法
三
四
条
一
項
)
。
行
政

行
為
は
、
ま
た
、
出
訴
期
間
内
に
相
手
方
が
そ
の
効
力
を
争
わ
な
い
か
ぎ
り
、
法
定
期
間
の
経
過
に
よ
り
確
定
す
る
(
形
式
的
確
定
力
ま
た

は

不

可

争

力

と

い

わ

れ

る

)

が

、

そ

の

形

式

的

確

定

を

待

た

ず

に

、

通

常

は

直

ち

に

こ

れ

ら

の

効

力

が

生

ず
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

一
般
の
行
政
行
為
の
場
合
に
は
、

使
用
者
が
、
労
組
法
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
の
申
立
て
が
な
さ
れ
、
労
働
委
員
会
が
調
査
審
問
を
経
て
、

申
立
人
の
請
求
す
る
救
済
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
認
容
す
る
旨
の
命
令
(
労
組
法
二
七
条
四
項
、
以
下
「
救
済
命
令
」
と
い
う
。
)
は
、
こ
れ

を
法
的
に
み
る
と
、
独
立
の
行
政
委
員
会
で
あ
る
労
働
委
員
会
が
発
す
る
一
種
の
行
政
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
内
容
的

に
は
、
使
用
者
に
対
し
一
定
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
命
じ
、
使
用
者
に
そ
れ
に
応
じ
た
作
為
ま
た
は
不
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

団
結
権
に
対
す
る
侵
害
そ
の
も
の
を
除
去
し
、
も
っ
て
正
常
な
労
使
関
係
の
回
復
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
行
為
の
分
類
上

は
い
わ
ゆ
る
下
命
に
あ
た
る
。
そ
し
て
、
救
済
命
令
も
、
当
事
者
に
命
令
を
交
付
し
た
日
か
ら
効
力
を
生
じ
(
労
組
法
ニ
七
条
四
項
)
、
使
用

者
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
命
令
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
(
労
委
規
則
四
五
条
一
項
)
、
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
を
申
立
て
、
あ
る

い
は
救
済
命
令
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
て
も
、
命
令
の
効
力
は
停
止
し
な
い
(
労
組
法
二
七
条
五
項
、
行
訴
法
二
五
条
一
項
)
。

と
こ
ろ
が
、
労
組
法
上
は
、
救
済
命
令
の
実
効
性
確
保
の
手
段
と
し
て
、
取
消
訴
訟
の
不
提
起
に
よ
っ
て
確
定
し
た
救
済
命
令
違
反
に
対

す
る
過
料
(
労
組
法
二
七
条
九
項
、
三
二
条
)
、
お
よ
び
、
取
消
訴
訟
の
確
定
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
救
済
命
令
の
違
反
に
対
す
る
刑
罰

(
労
組
法
二
八
条
)
の
制
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
救
済
命
令
に
対
し
使
用
者
が
中
労
委
に
再
審
査
を
申
立
て
、

北法38(5-6・1.40)1076 



あ
る
い
は
行
政
訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
、
命
令
は
確
定
せ
ず
、
不
履
行
に
つ
い
て
制
裁
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
が
取

消
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
確
定
の
状
態
に
置
か
れ
た
救
済
命
令
の
違
反
に
対
し
て
は
、
命
令
を
発
し
た
労
働
委
員
会
の
申
立
て

に
基
づ
き
裁
判
所
が
緊
急
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
(
労
組
法
二
七
条
八
項
、
労
委
規
則
四
七
条
)
、
こ
の
緊
急
命
令
違
反
に
対
し
て
は
過

(
労
組
法
三
二
条
)
。

料
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
労
組
法
に
定
め
る
救
済
命
令
は
、
一
般
の
行
政
行
為
に
比
し
か
な
り
特
異
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
、
救
済
命
令
の
こ
の
特
異
性
に
関
連
し
て
、
救
済
命
令
に
は
い
か
な
る
効
力
が
生
じ
る
の
か
は
、
労
組
法
が
「
こ
の
命
令
は
、
交
付

の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
」
と
定
め
る
の
み
で
、
規
定
の
上
か
ら
は
具
体
的
に
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
学
説
は
、
こ
の
点
、

行
政
行
為
が
備
え
う
る
と
さ
れ
て
い
る
全
て
の
効
力
を
救
済
命
令
に
認
め
る
も
の
、
一
部
の
効
力
を
認
め
る
も
の
、
全
て
の
効
力
を
否
定
す

る
も
の
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
や
効
力
の
具
体
的
内
容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
救
済
命
令
の
効
力
、
特
に
、
公
定
力
、
執
行
力
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
制
度
的
意
味
を
検
討
し
、
そ

れ
に
関
連
し
て
生
ず
る
い
く
つ
か
の
問
題
を
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

般
の

労働委員会救済命令の効力

(
1
)
行
政
行
為
は
、
ま
た
し
ば
し
ば
「
行
政
処
分
」
ま
た
は
「
行
政
庁
の
処
分
」
と
も
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
行
政
不
服
審
査
法
や
行
政
事
件
訴
訟
法

で
は
、
事
実
行
為
を
も
含
め
て
「
行
政
庁
の
処
分
」
と
い
っ
て
お
り
、
ま
た
最
近
は
取
消
訴
訟
の
対
象
を
広
く
理
解
す
べ
き
と
の
立
場
か
ら
、
形

式
的
行
政
処
分
を
こ
れ
に
加
え
る
学
説
も
あ
っ
て
、
「
行
政
行
為
」
と
「
行
政
処
分
」
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
概
念
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
効
力
を

問
題
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寸
行
政
行
為
」
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
田
尚
彦
「
行
政
処
分
と
行
政
行
為
」

(
塩
野
・
原
因
「
行
政
法
散
歩
」
一
六
六
頁
以
下
)
を
参
照
。

(
2
)
田
中
二
郎
「
新
版
行
政
法
上
巻
全
訂
第
二
版
」
一
三
三
頁
、
阿
部
泰
隆
「
行
政
救
済
の
実
効
性
」

八
民
集
八
巻
九
号
一
七
七
九
頁
。

(3)
瀬
元
美
知
男
「
緊
急
命
令
に
つ
い
て
」
成
媛
大
学
政
治
経
済
論
集
一

O
巻
四
号
五
一
八
頁
以
下
。

一
六
九
頁
以
下
、
最
判
昭
和
二
九
・
九

北法38(5-6・I・41)1077 



説

救
済
命
令
の
公
定
力

論

一
般
に
、
行
政
行
為
に
は
公
定
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
公
定
力
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
必
ず
し

も
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
通
常
、
「
違
法
の
行
政
行
為
も
、
当
然
無
効
の
場
合
を
別
と
し
て
、
正
当
な
権
限
を
有
す
る
機
関
に
よ

る
取
消
の
あ
る
ま
で
は
、
一
応
適
法
の
推
定
を
受
け
、
相
手
方
は
も
ち
ろ
ん
、
第
三
者
も
、
他
の
国
家
機
関
も
そ
の
行
政
行
為
の
効
力
を
無

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
効
力
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
伝
統
的
な
行
政
法
学
は
、
こ
の
概
念
を
前
提
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
取
消
訴

訟
の
対
象
適
格
性
の
有
無
、
執
行
不
停
止
原
則
の
根
拠
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
の
分
配
、
民
・
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
先
決
問
題
に

際
し
て
の
司
法
裁
判
所
の
範
囲
と
い
っ
た
理
論
的
問
題
に
対
す
る
一
義
的
な
解
答
を
得
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
公
定
力
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
行
政
法
上
の
制
度
の
あ
り
方
を
説
明
し
、
理
論
的
な
諸

問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
法
技
術
概
念
と
し
て
有
す
る
合
理
性
・
有
用
性
に
対
し
、
強
い
疑
問
が
出
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
違
法
な
行
政
行

為
も
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
適
法
性
の
推
定
を
受
け
る
と
の
理
解
も
、
そ
れ
が
不
必
要
に
拡
大
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
現
在

の
法
治
国
家
的
観
点
か
ら
の
有
力
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、
近
時
の
学
説
は
公
定
力
を
「
行
政
行
為
の
中
に
本
来
内
在

し
て
い
て
、
違
法
な
行
政
行
為
に
も
法
的
効
力
を
与
え
る
カ
L

と
い
う
よ
う
な
実
体
と
し
て
で
は
な
く
、
取
消
争
訟
以
外
の
争
訟
手
続
に
お

い
て
は
、
裁
判
所
で
も
当
該
行
為
の
効
果
を
原
則
と
し
て
否
定
で
き
ず
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
続
法
的
効
力
で
あ
る
と
説
明
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
法
上
、
行
政
行
為
の
効
力
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
で
定
め
る
取
消
訴
訟
、
お
よ
び
、
行
政
行
為
の
取

消
し
ま
た
は
変
更
を
目
的
と
す
る
そ
の
他
の
手
続
(
行
政
不
服
申
立
手
続
、
行
政
庁
の
職
権
に
よ
る
取
消
し
・
変
更
の
手
続
等
)
に
よ
っ
て

の
み
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
半
面
、
行
政
行
為
の
効
力
否
認
が
、
原
則
と
し
て
こ
れ
ら
の
取
消
手

北法38(5-6・1'42)1078 



続
の
排
他
的
管
轄
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
別
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
行
政
行
為
は
、
取
消
訴
訟
等
の
争
訟
手
続
で
取

消
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
適
法
・
違
法
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
実
体
法
的
に
適
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
と
は
無

関
係
に
、
そ
の
効
力
を
維
持
し
、
相
手
方
、
関
係
人
、
国
家
機
関
は
、
そ
の
有
効
性
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
殊
な
効
力
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
近
時
の
行
政
法
学
で
は
、
行
政
行
為
の
右
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
行
政
行
為
の
効
力
否
認
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た

取
消
手
続
の
排
他
的
管
轄
を
前
提
と
す
る
実
定
法
シ
ス
テ
ム
の
「
反
射
的
効
果
」
を
公
定
力
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
定
力
は
、
実
体
法
上
の
適
法
・
違
法
と
は
無
関
係
に
、
行
政
行
為
に
対
し
て
手
続
上
付
与
さ
れ
た
通
用
力
の
暫
定
的
承

認
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
適
法
性
の
推
定
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
行
政
行
為
が
取
消
さ
れ
る
ま
で
の
問
、
一
応
適
法
有
効

な
も
の
と
し
て
の
適
用
力
が
あ
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
法
律
上
の
「
推
定
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
観
点

か
ら
、
今
日
で
は
、
学
説
上
、
取
消
訴
訟
を
公
定
力
排
除
の
た
め
の
訴
訟
と
し
て
理
解
す
る
見
解
に
疑
問
が
出
さ
れ
、
立
証
責
任
分
配
の
問

題
も
、
公
定
力
の
理
論
と
は
き
り
離
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
)
O

(斗

労働委員会救済命令の効力

労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
に
つ
い
て
も
、
学
説
は
、
一
般
の
行
政
行
為
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
に
公
定
力
が
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ

の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
「
行
政
処
分
で
あ
る
労
働
委
員
会
の
命
令
は
、
適
法
に
取
り
消
さ
れ
、
あ
る
い
は
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
、
た
と

え
そ
の
命
令
に
手
続
の
璃
庇
や
裁
量
権
の
濫
用
が
あ
ろ
う
と
も
、
何
人
も
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
命
令
は
、

中
労
委
が
再
審
査
の
結
果
、
こ
れ
を
取
り
消
し
、
ま
た
は
変
更
す
る
か
(
労
組
法
二
七
条
五
項
て
あ
る
い
は
命
令
に
対
す
る
行
政
訴
訟
に
お

い
て
、
確
定
判
決
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
、
ま
た
は
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
L

な
ど
と
説
明
し
て
い
る
。

救
済
命
令
も
、
行
政
委
員
会
た
る
労
働
委
員
会
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
行
政
行
為
の
一
種
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
法
は
、
命
令
の
違
法
を

理
由
に
そ
の
効
果
を
否
定
す
る
に
は
、
再
審
査
の
申
立
て
や
取
消
訴
訟
の
手
続
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
以
上
、
か
か
る
手
続
に
よ
る

取
り
消
し
ゃ
変
更
の
あ
る
ま
で
は
、
申
立
人
お
よ
び
被
申
立
人
、
そ
の
関
係
者
、
国
家
機
関
等
が
命
令
の
効
力
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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説

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
救
済
命
令
に
は
公
定
力
が
存
す
る
と
す
る
右
の
抽
象
的
な
説
明
も
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
特

に
異
論
を
差
し
は
さ
む
べ
き
こ
と
は
な
い
。

国
し
か
し
、
行
政
行
為
の
公
定
力
は
、
結
局
、
争
訟
手
続
に
よ
る
こ
と
な
く
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
よ
う
な
裁
判
を
許
さ
な
い
こ
と
と

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
定
力
の
及
ぶ
範
囲
も
右
の
手
続
法
的
効
力
の
枠
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
救
済
命
令
に
お
い
て
も

変
り
な
く
、
救
済
命
令
の
違
法
性
の
み
を
主
張
し
、
通
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
公
定
力
に
抵
触
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
救
済
命
令
の
違
法
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
、
そ
の
取
り
消
し
を
求
め
る
必
要
は
な
い
。

ま
た
、
救
済
命
令
の
適
法
性
の
審
査
は
す
る
が
、
暫
定
的
な
仮
の
処
分
手
続
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
場
合
は
、

そ
の
適
法
性
の
審
査
の
範
囲
が
公
定
力
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
行
政
行
為
の
公
定
力
の

理
論
に
依
拠
し
て
事
案
の
具
体
的
解
決
を
図
っ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。

労
働
委
員
会
の
緊
急
命
令
申
立
て
に
対
し
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
が
ど
こ
ま
で
及
び
得
る
か
、
そ
の
程
度
い
か
ん
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

労
組
法
上
明
文
の
規
定
が
な
く
、
学
説
・
判
例
ー
上
鋭
い
見
解
の
対
立
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
東
京
高
決
昭
和
五
七
・
一
・
二

O
労
働
判

例
三
七
八
号
三
四
頁
(
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
事
件
)
は
、
緊
急
命
令
の
申
立
て
を
却
下
し
た
原
決
定
(
東
京
地
決
昭
和
五
五
・
六
・
一

O
労
働
判
例
三
四
三
号
二

O
頁
)
を
取
り
消
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
不
当
労
働
行
為
救
済
命
令
は
、
:
:
:
地
方
労
働
委
員
会
及
び
中
央
労
働
委
員
会
に
よ
る
公
権
力
の
行
使
た
る
行
政
処
分
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
行
政
行
為
に
重
大
か
っ
明
白
な
暇
庇
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
適
式
に
取
り
消
し
、
変
更
さ
れ
る
ま
で
は

何
人
も
そ
の
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
行
政
行
為
の
公
定
カ
)
。
し
た
が
っ
て
、
:
:
:
行
政
処
分
取
消
請
求
訴
訟
の
係
属
と
は
か

か
わ
り
な
く
、
本
件
救
済
命
令
は
一
応
適
法
か
つ
有
効
と
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
東
京
高
裁
の
右
決
定
は
、
救
済
命
令
に
は
公
定
力
が
あ
り
、
適
法
性
の
推
定
が
働
く
こ
と
を
理
由
に
、
緊
急
命
令
の
司
法
審

論
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査
の
範
囲
を
限
定
的
に
解
し
、
原
則
と
し
て
そ
の
必
要
性
の
有
無
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
の
立
場
か
ら
、
中
労
委
の
緊
急
命
令
申
立
て
を
認
容
し

た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
緊
急
命
令
の
法
的
性
質
を
仮
処
分
(
民
訴
七
六

O
条
)
な
い
し
仮
執
行
宣
言
(
民
訴
一
九
六
、
三
七
五
、
四
三
八
条
)
に
類
似

し
た
制
度
と
み
る
か
、
こ
れ
を
救
済
命
令
に
対
す
る
間
接
強
制
力
の
付
与
な
い
し
そ
の
た
め
の
裁
判
所
の
認
可
行
為
と
み
る
か
の
対
立
は
あ

る
も
の
の
、
緊
急
命
令
は
、
救
済
命
令
の
確
定
に
至
る
ま
で
の
問
、
必
要
に
応
じ
、
命
令
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
に
暫
定
的
に
裁
判
所
の

決
定
を
も
っ
て
、
確
定
命
令
と
同
様
な
効
力
を
付
与
せ
ん
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
緊
急
命
令
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
緊
急
命
令

申
立
て
に
対
す
る
救
済
命
令
の
司
法
審
査
に
お
い
て
、
仮
に
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
に
実
効
力
が
付
与
さ
れ
な
い
だ
け
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
効
力
を
遡
及
的
に
覆
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
救
済
命
令
に
認
め
ら
れ
る
公
定
力
の
範
囲
は
、
緊
急
命
令

申
立
て
に
お
い
て
裁
判
所
の
審
理
の
範
囲
を
限
定
し
、
あ
る
い
は
そ
の
判
断
を
拘
束
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
、
裁
判
所
が
救
済
命
令
の
適
法
性
に
つ
い
て
全
面
的
に
審
査
し
う
る
と
の
結
論
に
結
び
つ
く
わ
け
で

労働委員会救済命令の効力

は
な
い
。
緊
急
命
令
の
申
立
て
が
あ
り
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
救
済
命
令
が
適
法
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
受
訴
裁
判
所
が

救
済
命
令
の
適
法
性
に
つ
い
て
も
審
査
し
う
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
制
度
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
を

排
除
し
、
公
正
な
労
使
関
係
秩
序
を
迅
速
に
回
復
さ
せ
る
た
め
、
労
働
委
員
会
に
対
し
て
適
切
な
是
正
措
置
を
と
る
広
範
な
裁
量
権
を
委
ね

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
緊
急
命
令
の
制
度
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
使
用
者
に
対
し
、
当
該
事
件
の
判
決
確
定
に
至
る
ま
で
、
不
当
労
働

行
為
排
除
と
い
う
行
政
目
的
の
暫
定
的
実
現
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
救
済
命
令
の
適
法
性
に
つ
き
強
い
疑
念
の
存
す
る
場
合
で
な
け

れ
ば
、
裁
判
所
と
し
て
は
、
こ
の
審
査
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
抑
制
す
べ
き
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
労
働
委
員
会
の
広
範
な
裁
量
権
を
認
め
、

そ
の
認
定
・
判
断
の
尊
重
を
説
い
た
第
二
鳩
タ
ク
シ
ー
事
件
に
お
け
る
最
高
裁
判
断
)
の
趣
旨
は
、
緊
急
命
令
の
決
定
に
つ
い
て
も
当
然
妥
当
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説

し
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

論

側
行
政
行
為
に
違
反
し
た
者
が
刑
事
裁
判
に
付
さ
れ
た
場
合
、
刑
事
裁
判
と
の
関
係
で
行
政
行
為
の
公
定
力
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
点
、
学
説
は
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
、
「
罪
刑
法
定
主
義
の
厳
格
性
」
、
「
刑
事
裁
判
権
の
完
全
性
」
、
「
適
法
手
続
を
保
障
す
る
憲
法
の

精
神
」
等
を
根
拠
に
、
公
定
力
は
刑
事
訴
訟
に
は
及
ば
ず
、
裁
判
所
は
独
自
の
立
場
で
行
政
行
為
の
違
法
性
に
つ
き
審
査
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
解
し
て
い
る
。

救
済
命
令
が
確
定
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
、
救
済
命
令
が
労
働
委
員
会
の
み
の
段

階
で
確
定
し
た
場
合
に
は
過
料
が
科
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
科
罰
手
続
の
中
で
救
済
命
令
の
違
法
の
抗
弁
を
提
出
し
、
罪

責
を
免
れ
得
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
行
政
行
為
の
公
定
力
が
否
認
さ
れ
る
と
一
般
的
に
解
さ
れ

る
も
の
の
、
有
罪
・
無
罪
は
、
罰
則
規
定
の
犯
罪
構
成
要
件
の
中
で
、
行
政
行
為
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と
密
接
に
か
か

わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
労
組
法
は
、
救
済
命
令
が
「
確
定
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
場
合
」
(
二
八
条
)
、
二
七
条
九
項
の
規
定

に
よ
り
「
確
定
し
た
」
場
合
(
三
二
条
)
を
処
罰
の
要
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
行
政
行
為
の
審
査
も
こ
の
点
か

ら
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

同
近
時
の
通
説
・
判
例
は
、
公
定
力
と
取
消
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
の
問
題
を
き
り
は
な
し
て
扱
う
の
が
通
例
で
あ
る
。
救
済
命
令

の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
も
、
救
済
命
令
の
公
定
力

l
適
法
性
の
推
定
を
前
提
に
、
立
証
・
主
張
責
任
が
当
然
に
原
告
の
側
に
あ
る
と
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
取
消
訴
訟
の
機
能
・
目
的
、
救
済
命
令
の
特
性
、
立
証
の
難
易
度
、
当
事
者
の
公
平
等
を
考
慮
し
て
、
救
済
命
令
の
取
消

訴
訟
に
最
も
合
致
し
た
独
自
の
立
証
・
主
張
責
任
の
分
配
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(
4
)
田
中
・
前
掲
注

(
2

二
一
三
頁
。
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(
5
)
宮
崎
良
夫
寸
行
政
行
為
の
公
定
力
」
社
会
科
学
研
究
三
七
巻
五
号
一
七
二
頁
以
下
。

(6)
た
と
え
ば
、
阿
部
泰
隆
「
取
消
訴
訟
の
対
象
」
現
代
行
政
法
大
系
四
巻
二

O
六
頁
等
。

(
7
)
藤
田
宙
靖
「
行
政
法
I

(
総
論
)
」
=
三
ハ
頁
。

(
8
)
藤
田
・
前
掲
注

(
7
)

一
三
八
頁
。

(9)
阿
部
・
前
掲
注

(
6
)

ニ
O
六
頁
。

(
叩
)
今
日
、
学
説
・
判
例
で
は
、
立
証
責
任
分
配
の
問
題
を
公
定
力
の
理
論
と
結
び
つ
け
、
そ
の
効
果
と
し
て
論
ず
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
田

中
・
前
掲
注

(
2
)
三
四
五
頁
、
宮
崎
良
夫
「
行
政
訴
訟
に
お
け
る
主
張
・
立
証
責
任
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
9

二
二
五
頁
以
下
。
裁
判

例
に
つ
い
て
は
、
山
村
・
阿
部
編
「
判
例
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
行
政
事
件
訴
訟
法
」
七
四
頁
以
下
。

(
日
)
東
京
大
学
労
働
法
研
究
会
「
注
釈
労
働
組
合
法
下
巻
」
一

O
O三
頁
、
塚
本
重
頼
「
労
働
委
員
会
!
制
度
と
手
続
|
」
一

O
六
頁
、
同
「
労
働

委
員
会
を
通
じ
て
の
救
済
」
新
労
働
法
講
座
6

二
七
九
頁
。

(
ロ
)
救
済
命
令
は
、
合
議
体
に
よ
っ
て
準
司
法
的
手
続
を
経
て
行
わ
れ
る
行
政
行
為
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
規
定
の
な
い
か
ぎ
り
、
命
令
交
付
後
、

労
働
委
員
会
が
職
権
で
そ
の
取
り
消
し
・
変
更
は
な
し
得
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
救
済
命
令
に
は
い
わ
ゆ
る
不
可
変
更
カ
が
認
め

ら
れ
る
。

(
日
)
判
例
も
、
国
家
賠
償
請
求
に
お
い
て
加
害
処
分
の
違
法
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
損
害
賠
償
の
請
求
で
あ
っ
て
処
分
の
効
果
を
否
定
す
る
こ
と
で

は
な
い
の
で
、
公
定
力
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
三
六
・
四
・
一
二
民
集
一
五
巻
四
号
八
五

O
頁。

(
H
)
中
労
委
の
命
令
に
違
法
が
あ
っ
た
と
し
て
国
家
賠
償
を
請
求
し
た
事
例
と
し
て
は
、
東
京
地
判
昭
和
六

0
・一

0
・
二
八
判
例
時
報
二
二

O

号
八
六
頁
が
あ
る
。

(
日
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
原
島
克
己
「
緊
急
命
令
の
問
題
点
」
新
実
務
民
事
訴
訟
講
座
日
・
三
一

O
頁
以
下
、
藤
本
茂
「
緊
急
命
令
申
立
に
対
す
る

司
法
審
査
の
あ
り
方
L

労
働
法
律
旬
報
一
二
三
号
四
八
頁
以
下
、
平
川
亮
一
「
緊
急
命
令
」
現
代
労
働
法
講
座
M
・
二
一
三
頁
以
下
、
中
村
和

夫
「
緊
急
命
令
と
司
法
審
査
の
範
囲
」
労
働
法
律
旬
報
一

O
一
六
号
二
九
頁
以
下
、
宮
崎
鎮
雄
「
緊
急
命
令
の
申
立
に
対
す
る
司
法
審
査
の
範
囲
」

日
本
労
働
法
学
会
誌
五
八
号
八
七
頁
以
下
等
を
参
照
。

(
日
)
東
大
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
注
(
日
)
一

O
三
七
頁
以
下
。

(
口
)
石
井
保
雄
「
緊
急
命
令
と
司
法
審
査
」
労
働
判
例
三
九

O
号
一
四
頁
下
も
、
行
政
行
為
の
公
定
力
に
関
す
る
今
日
の
議
論
を
ふ
ま
え
、

労働委員会救済命令の効力

公
定
力

北法38(5-6・1.47) 1083 



説

を
根
拠
に
緊
急
命
令
の
司
法
審
査
の
範
囲
に
限
界
を
も
う
け
る
考
え
方
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

(
日
)
東
京
地
決
昭
和
三
八
・
七
・
一
七
(
労
民
集
一
四
巻
四
号
九
一
四
頁
・
谷
間
学
園
事
件
)
も
、
「
救
済
命
令
に
重
大
か
っ
明
白
な
預
庇
が
あ
る
等

特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
」
、
「
一
応
適
法
な
も
の
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
本
件
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
事
件
東
京
高
決

と
同
一
の
結
論
を
導
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
そ
の
根
拠
と
し
て
救
済
命
令
の
効
力
自
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
救
済
命
令
は
、
労
働
委
員

会
が
準
司
法
機
関
的
な
地
位
で
慎
重
な
手
続
を
経
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
緊
急
命
令
が
暫
定
的
な
仮
の
処
分
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

(
四
)
救
済
命
令
の
適
法
性
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
裁
判
所
は
労
働
委
員
会
の
提
出
し
た
疎
明
資
料
に
基
づ
い
て
、
形
式
的
か
つ
簡
略
に
行
つ

て
き
た
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
(
後
藤
徹
「
緊
急
命
令
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
の
概
況
」
大
和
哲
夫
教
授
還
暦
記
念
『
労
働
委
員
会
と
労
働

法
』
三

O
七
頁
以
下
)
。
し
か
し
、
昭
和
五

0
年
代
以
降
全
面
却
下
決
定
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
昭
和
五
四
年
に
出
さ
れ
た
吉
野
石
膏
事
件
(
東

京
地
決
昭
和
五
四
・
二
・
一
労
働
判
例
=
二
三
号
ニ
七
頁
、
東
京
高
決
昭
和
五
四
・
八
・
九
労
働
判
例
三
二
四
号
二

O
頁
)
の
決
定
を
契
機
と
し

て
、
裁
判
所
が
救
済
命
令
の
適
法
性
の
審
査
に
よ
り
深
く
立
ち
入
っ
て
く
る
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
本
件
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー

事
件
東
京
高
裁
決
定
が
司
法
審
査
の
範
囲
を
限
定
的
に
把
え
て
以
来
、
労
働
委
員
会
の
裁
量
を
尊
重
す
る
方
向
で
落
着
い
た
か
に
み
え
た
が
、
最

近
は
ま
た
、
緊
急
命
令
申
立
て
の
一
部
・
全
面
却
下
事
例
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
川
・
前
掲
注
(
日
)
二
一
四

頁
以
下
、
宮
崎
・
前
掲
注
(
日
)
八
七
頁
以
下
。
な
お
、
最
近
の
全
面
却
下
の
事
例
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
福
岡
地
決
昭
和
六
了
九
・
一
(
労

働
判
例
一
一
六
一
号
六
八
頁
・
テ
レ
ビ
西
日
本
事
件
)
が
あ
る
。

(
却
)
最
判
昭
和
五
二
・
二
・
一
ニ
民
集
コ
二
巻
一
号
九
六
頁
。

(
幻
)
平
川
・
前
掲
注
(
日
)
一
一
一
六
頁
、
山
本
吉
人
「
救
済
命
令
の
実
効
性
の
確
保
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
五
一
号
五
六
頁
。

(
お
)
宮
崎
良
夫
「
行
政
行
為
と
刑
事
罰
L

行
政
判
例
百
選
I
(
第
二
版
)
一
四
二
頁
、
植
村
栄
治
「
行
政
処
分
と
刑
事
罰
」
行
政
判
例
百
選
I
一
六

一
頁
、
原
田
尚
彦
「
行
政
法
要
論
・
全
訂
版
L

一
九
七
頁
、
兼
子
仁
「
行
政
法
総
編
」
二

O
O頁
、
山
内
一
夫
「
行
政
行
為
論
講
義
」
六
八
頁
等
。

最
判
昭
和
五
三
・
六
・
二
ハ
刑
集
三
二
巻
四
号
六

O
五
頁
は
、
個
室
付
浴
場
開
業
阻
止
目
的
の
児
童
遊
園
設
置
認
可
処
分
を
違
法
と
し
、
そ
れ
に

反
す
る
営
業
者
を
無
罪
と
し
て
い
る
。

(
お
)
東
大
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
注
(
日
)
一

O
七
二
頁
。

論
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救
済
命
令
の
執
行
力

労働委員会救済命令の効力

行
政
行
為
の
執
行
力
な
い
し
自
力
執
行
力
と
は
、
「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
行
政
行
為
自
体
の
効
力
と
し
て
、
相
手
方
の
意

思
に
反
し
て
も
そ
の
内
容
を
強
制
し
実
現
し
う
る
均
」
を
い
う
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
行
為
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
義
務
を
国
民
が

履
行
し
な
い
場
合
に
、
行
政
庁
は
、
裁
判
判
決
を
得
る
こ
と
な
く
、
自
ら
義
務
者
に
対
し
強
制
執
行
を
し
、
義
務
の
内
容
を
実
現
で
き
る
こ

と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
行
政
行
為
に
内
在
的
に
執
行
力
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
行
為
の
う
ち
、
行
政
代
執
行
法

そ
の
他
の
法
律
の
定
め
に
よ
っ
て
行
政
上
の
強
制
執
行
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
自
力
執
行
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
現
行
法
の

下
で
は
、
国
民
に
義
務
を
課
す
行
政
行
為
に
は
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
意
味
で
の
執
行
力
が
認
め
ら
れ
る
。

同
一
般
の
行
政
行
為
に
お
い
て
は
、
そ
の
告
知
と
同
時
に
執
行
力
が
発
生
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
は
通
常
制
裁
が
あ

り
、
法
律
上
強
制
執
行
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
強
制
も
可
能
で
あ
向
。

と
こ
ろ
が
、
救
済
命
令
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
使
用
者
は
こ
れ
を
遅
滞
な
く
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
効
性
確
保
の
手

段
と
し
て
は
、
確
定
し
た
救
済
命
令
違
反
に
対
す
る
罰
金
・
過
料
、
裁
判
所
が
発
す
る
緊
急
命
令
違
反
に
対
す
る
過
料
の
制
裁
が
定
め
ら
れ

て
い
る
の
み
で
、
救
済
命
令
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
労
組
法
上
、
そ
れ
を
特
に
強
制
す
る
規
定
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
労
組
法
は
、
基
本
的

に
未
確
定
の
救
済
命
令
に
対
し
て
は
制
裁
を
科
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
あ
る
場
合
に
は
制
裁
を
伴
う
裁
判
所
の
緊
急
命
令
に
よ
っ
て
、
そ
の

履
行
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
他
に
例
を
み
な
い
き
わ
め
て
特
異
な
制
度
を
採
用
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
、
労
働
委
員
会
と
同
じ
く
独
立
行
政
委
員
会
で
あ
っ
て
、
準
司
法
的
手
続
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
審

決
と
対
比
し
て
み
る
と
、
独
禁
法
上
は
、
救
済
命
令
と
同
じ
よ
う
に
、
有
効
に
発
せ
ら
れ
た
審
決
は
、
被
審
人
に
審
決
書
の
謄
本
が
到
達
し

た
と
き
に
効
力
を
生
じ
(
五
八
条
一
項
)
、
審
決
は
三

O
日
以
内
に
抗
告
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
(
七
七
条
一
項
)
、
ま
た
は
提
起

(一)
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説

さ
れ
た
抗
告
訴
訟
に
お
け
る
棄
却
判
決
が
確
定
し
た
と
き
に
確
定
す
る
。
た
だ
、
確
定
前
の
審
決
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
過
料
の

七
条
)
、
確
定
し
た
審
決
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
懲
役
ま
た
は
罰
金
の
(
九

O
条
三
項
)
制
裁
が
科
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
独
占
的
状
態
に

つ
き
措
置
を
命
ず
る
審
決
は
、
確
定
し
な
け
れ
ば
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
(
五
八
条
二
項
て
ま
た
、
被
審
人
が
裁
判
所
の
定
め
る
保
証
金

ま
た
は
有
価
証
券
を
供
託
す
れ
ば
、
審
決
が
確
定
す
る
ま
で
そ
の
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
(
六
二
条
一
項
)
。
す
な
わ
ち
、
審
決
の
場

合
に
は
、
発
効
後
直
ち
に
そ
の
履
行
が
罰
則
に
よ
っ
て
強
制
せ
ら
れ
、
例
外
的
な
一
定
の
場
合
に
そ
の
執
行
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
構
造

と
な
っ
て
い
る
点
で
、
救
済
命
令
の
場
合
と
異
な
る
と
い
え
る
。

同
行
政
上
の
作
為
・
不
作
為
義
務
の
違
反
に
対
し
て
は
、
現
行
法
は
制
裁
規
定
を
あ
ま
ね
く
整
備
し
て
お
り
、
義
務
違
反
は
ほ
と
ん
ど

の
場
合
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
制
裁
と
強
制
手
段
は
あ
く
ま
で
も
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
罰
則
に
よ
る
制
裁
規
定
が
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
行
政
上
の
強
制
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
制
裁
規
定
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
る
間
接
的

な
心
理
強
制
機
能
に
よ
っ
て
義
務
の
履
行
が
有
効
に
確
保
せ
ら
れ
る
と
い
う
保
障
も
な
く
、
実
効
的
な
義
務
履
行
確
保
の
方
法
と
し
て
は
強

制
手
段
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
両
者
の
併
用
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

行
政
上
の
強
制
執
行
と
し
て
の
直
接
強
制
、
執
行
罰
に
は
特
別
の
法
律
上
の
根
拠
あ
る
こ
と
を
要
す
る
喝
、
救
済
命
令
に
つ
い
て
は
、
労

組
法
そ
の
他
に
こ
れ
ら
を
認
め
た
法
令
上
の
規
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
な
強
制
執
行
の
手
段
と
し
て
の
代
執
行
が
許
さ
れ
る
か

否
か
が
問
題
と
な
る
。

学
説
上
は
、
こ
の
点
、
救
済
命
令
に
も
行
政
行
為
と
し
て
の
国
有
の
執
行
力
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
使
用
者
に
命
じ
ら
れ
た
義
務
が
代

替
的
作
為
義
務
で
あ
る
か
ぎ
り
、
一
般
に
行
政
代
執
行
法
に
よ
る
代
執
行
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
旬
。
実
務
上
代
執
行
の
例
は
な
い

が
、
裁
判
所
も
代
執
行
が
可
能
で
あ
る
と
み
て
い
る
。
救
済
命
令
に
本
来
的
に
執
行
力
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
法
律
上
行
政
上
の

強
制
執
行
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
の
み
執
行
力
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
救
済
命
令
の
内
容
を
代
執
行
の
方
法
で
強
制
的
に
実

論

九
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個。

そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
救
済
命
令
に
執
行
力
が
あ
る
と
の
命
題
は
正
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

行
政
代
執
行
法
に
よ
れ
ば
、
代
執
行
は
、
「
他
人
が
代
つ
て
な
す
こ
と
の
で
き
る
行
為
」
で
あ
っ
て
、
「
他
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
履

現
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

行
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
」
、

(
二
条
)
。

か
つ
「
不
履
行
を
放
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
認
め
ら
れ
る

労働委員会救済命令の効力

確
か
に
、
救
済
命
令
に
つ
い
て
は
労
組
法
上
緊
急
命
令
や
確
定
命
令
違
反
に
対
す
る
制
裁
規
定
が
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
「
他
の
手
段
」

に
よ
っ
て
そ
の
履
行
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
均
に
も
一
理
あ
る
。
し
か
し
、
制
裁
手
段
と
し
て
の
行
政
罰
は
、
強
制
手
段
と
し

て
の
代
執
行
と
は
異
な
る
存
在
意
義
を
も
ち
、
本
来
代
執
行
と
併
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
し
、
緊
急
命
令
に
よ
る
間
接
的
な
強
制
手
段
も
、

取
消
訴
訟
提
起
の
場
合
に
の
み
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
他
の
手
段
」
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
ま
た
、

代
執
行
が
可
能
だ
と
す
る
学
説
も
、
使
用
者
に
よ
る
義
務
の
不
履
行
が
「
著
し
く
公
益
に
反
す
る
」
と
さ
れ
る
場
合
は
稀
で
あ
る
と
み
て
い

る
が
、
裁
判
所
が
、
義
務
の
不
履
行
の
放
置
を
「
著
し
く
公
益
に
反
す
る
」
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
代
執
行
を
違
法
と
す
る
こ
と
は
実

際
上
容
易
で
な
い
し
、
ま
た
、
違
法
と
し
た
裁
判
例
も
見
当
た
ら
な
い
。

救
済
命
令
が
そ
の
内
容
と
し
て
労
働
者
の
原
職
復
帰
、
団
体
交
渉
の
応
諾
を
命
じ
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
義
務
が
「
他
人
が

代
つ
て
な
す
こ
と
の
で
き
る
行
為
」
す
な
わ
ち
代
替
的
作
為
義
務
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
代
執
行
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る

の
は
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
に
は
代
表
取
締
役
何
某
と
い
う
名
を
記
載
さ
せ
る
の
が
通

常
で
あ
り
、

し
か
も
内
容
が
自
認
、
陳
謝
の
い
ず
れ
で
あ
れ
内
心
の
表
明
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
制
裁
に
よ
っ
て
こ
れ
を
強
制
す

る
の
は
格
別
、
他
人
が
こ
れ
を
代
つ
て
な
し
う
る
か
は
大
い
に
疑
問
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
持
。
結
局
、
救
済
命
令
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
る
義

務
は
代
人
が
代
つ
て
な
し
得
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
代
執
行
に
も
と
も
と
適
し
な
い
。

パ
ッ
ク
ペ
イ
の
よ
う
に
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
る
救
済
命
令
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
や
公
共
団
体
が
金
銭
債
権
を
取
得
す
る

こ
の
ほ
か
、
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説

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
行
政
上
の
強
制
徴
収
の
対
象
と
な
ら
ず
、

そ
れ
は
債
務
名
義
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
民

ま
た
、

論

事
上
の
強
制
執
行
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

冊
以
上
を
要
す
る
に
、
救
済
命
令
に
つ
い
て
は
代
執
行
を
は
じ
め
こ
れ
を
強
制
的
に
実
現
す
る
手
段
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
執
行
力
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
救
済
命
令
は
、
当
事
者
に
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
効
力
が
生
じ
て
お
り
、
命
令
の
効
力
は
再
審
査
の
申
立

て
、
取
消
訴
訟
の
提
起
に
よ
っ
て
停
止
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
は
有
効
適
切
な
履
行
確
保
の
手
段
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る

と
は
思
う
が
、
現
行
制
度
上
は
強
制
手
段
が
な
い
以
上
、
使
用
者
に
対
し
そ
の
任
意
の
履
行
を
期
待
し
た
も
の
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。

同
行
政
処
分
に
対
し
て
行
政
訴
訟
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
処
分
、
処
分
の
執
行
ま
た
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
回

復
の
困
難
な
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
を
も
っ
て
処
分
の
効
力
、
処
分
の
執

行
ま
た
は
手
続
の
続
行
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
停
止
(
執
行
停
止
と
い
う
)
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
行
訴
法
二
五
条
二
項
)
。
救
済
命
令
の

執
行
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
は
一
致
し
て
そ
の
申
立
て
を
認
め
て
い
る
が
、
学
説
上
は
、
救
済
命
令

が
公
定
力
を
有
す
る
こ
と
を
理
由
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
説
、
救
済
命
令
に
行
政
代
執
行
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
執
行
力
は
な
い
の

で
そ
の
執
行
停
止
は
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
説
に
分
か
れ
る
。

救
済
命
令
は
強
制
的
に
実
現
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
執
行
力
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
先
に
み
て
き
た

と
お
り
で
あ
る
が
、
救
済
命
令
が
有
効
に
発
せ
ら
れ
る
と
、
使
用
者
は
一
応
こ
れ
を
遅
滞
な
く
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
そ
の
か
ぎ
り
で

は
拘
束
力
は
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
て
ま
た
、
そ
の
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
労
働
委
員
会
の
申
立
て
に
よ
り
緊
急
命
令
が
発
せ
ら

れ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
使
用
者
は
過
料
の
制
裁
を
受
け
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
使
用
者
は
、
そ
れ
に
対
抗

す
る
た
め
に
執
行
停
止
の
申
立
て
を
な
し
う
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
た
だ
、
使
用
者
が
緊
急
命
令
の
不
利
益
に
対
抗
す
る
利
益
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
緊
急
命
令
の
申
立
て
に
対
す
る
裁
判
所
の
決
定
手
続
の
中
で
争
え
ば
足
り
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
使
用
者
は
、
緊
急
命
令
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の
申
立
て
を
認
容
し
た
決
定
に
対
し
抗
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
緊
急
命
令
が
違
法
で
あ
る
と
か
、
緊
急
命
令
を
履
行
で
き
な
い
と

い
っ
た
こ
と
は
、
命
令
違
反
に
よ
る
過
料
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
抗
告
理
由
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
命
令
手
続
が
あ
る
こ
と

を
理
由
に
執
行
停
止
申
立
権
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
緊
急
命
令
と
執
行
停
止
は
、
本
来
異
な
る
目
的
を
有
す
る
別
個
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
命
令
が
先
行
し
て
い
る
場
合
で
も
、

救
済
命
令
の
執
行
停
止
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
略
。
こ
の
場
合
に
は
、
救
済
命
令
の
存
続
を
前
提
と
す
る
緊
急
命
令
も
、
こ
れ
に
伴
い

そ
の
効
力
が
一
時
停
止
さ
れ
る
状
態
と
な
る
か
、
あ
る
い
は
労
組
法
二
七
条
八
項
後
段
の
規
定
に
よ
っ
て
、
緊
急
命
令
の
取
消
し
・
変
更
を

免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

労働委員会救済命令の効力

(M)
田
中
・
前
掲
注

(
2
)

一
O
五
頁
。

(
お
)
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
、
明
文
の
規
定
で
、
執
行
力
の
発
生
時
期
、
一
定
期
間
の
執
行
停
止
等
に
つ
き
、
特
別
の
定
め
を
置
く
場
合

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
出
訴
期
間
の
徒
過
に
よ
る
行
政
行
為
の
形
式
的
確
定
以
前
、
も
し
く
は
取
消
訴
訟
の
棄
却
判
決
に
よ
る
確
定
ま
で
は
、
執

行
カ
が
発
生
し
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、
優
生
手
術
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
都
道
府
県
優
生
保
護
審
査
会
の
決
定
に
基
づ
く
強
制

的
優
生
手
術
の
実
施
(
優
生
保
護
法
一

O
条
)
、
地
方
公
共
団
体
の
分
担
金
、
使
用
料
等
に
関
す
る
滞
納
処
分
に
基
づ
く
滞
納
処
分
中
の
差
押
物
件

の
公
売
(
地
方
自
治
法
二
三
一
条
の
三
第
一

O
項
)
等
、
執
行
力
は
発
生
す
る
が
、
出
訴
が
あ
れ
ば
そ
の
間
の
執
行
力
を
停
止
す
る
も
の
と
し
て

は
、
医
師
の
健
康
診
断
を
受
く
べ
き
旨
の
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
受
診
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
提
起
中
の
健
康
診
断
(
性
病
予
防
法
二
五
条
二

項
)
、
国
税
滞
納
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟
提
起
中
の
滞
納
処
分
に
よ
る
財
産
の
換
価
(
国
税
徴
収
法
九
O
条
三
項
)
、
同
不
服
申
立
て
中
の
差
押

物
件
の
換
価
(
地
方
税
法
一
九
条
七
第
三
項
)
等
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
行
政
行
為
が
未
確
定
の
状
態
に
あ
る
と
き
で
も
執
行
さ
れ
う
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
一
リ
一
法
政
策
上
強
い
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
広
岡
隆
「
行
政
強
制
」
公
法
研
究
二
七
号
一
一
一

O
頁
等
参
照
。

(
お
)
こ
れ
ら
の
強
制
執
行
を
認
め
る
法
律
上
の
根
拠
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
直
接
強
制
と
し
て
は
、
性
病
予
防
法
に
よ
る
強
制
検

診
(
一
一
条
・
一
二
条
)
、
ら
い
病
予
防
法
に
よ
る
国
立
療
養
所
へ
の
強
制
入
所
(
六
条
三
項
)
、
執
行
罰
と
し
て
は
、
砂
防
法
三
六
条
が
存
在
す
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説

る
位
で
あ
る
。

(
訂
)
東
大
労
働
法
研
究
会
・
前
掲
注
(
日
)
一

O
七
頁
、
塚
本
・
前
掲
注
(
日
)

頁
、
高
嶋
他
「
不
当
労
働
行
為
審
査
手
続
」
二

O
O頁。

(
沼
)
大
阪
地
決
昭
和
二
六
・
一
一
・
一
七
(
労
民
集
二
巻
六
号
七
三
三
頁
・
近
畿
大
学
事
件
)
、
東
京
地
決
昭
和
三
四
・
一
一
了
一
五
(
労
民
集
一

O

巻
六
号
一

O
五
一
頁
・
弥
栄
自
動
車
事
件
)
、
宇
都
宮
地
決
昭
和
三
五
・
四
・
八
(
労
民
集
一
一
巻
二
号
一
八
頁
・
国
華
タ
ク
シ
ー
事
件
)
。

(
却
)
中
島
一
郎
「
裁
判
所
に
お
け
る
救
済
手
続
」
労
働
法
講
座
第
二
巻
四
四
三
頁
、
西
迫
雄
「
労
働
委
員
会
の
命
令
に
対
す
る
行
政
訴
訟
に
関
す
る

諸
問
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
九
号
三
三
頁
。

(
却
)
東
大
労
働
判
例
研
究
会
・
前
掲
注
(
日
)
一

O
七
二
頁
、
塚
本
・
前
掲
注
(
日
)
一

O
六
頁
。

(
況
)
広
伺
隆
「
行
政
代
執
行
法
」
一
一
九
頁
。

(
認
)
原
島
・
前
掲
注
(
日
)
は
、
「
現
行
の
救
済
命
令
中
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
の
み
が
代
執
行
に
適
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
履
行
期
間
を
命
令
書

交
付
後
一

O
日
な
い
し
二
週
間
と
限
定
す
る
の
を
通
例
と
す
る
こ
の
命
令
に
つ
い
て
代
執
行
の
で
き
る
事
実
上
の
余
地
が
な
い
(
行
代
三
参
照
)
L

と
述
べ
る
。
た
だ
、
こ
の
点
で
い
え
ば
、
最
高
裁
は
、
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
を
命
じ
る
救
済
命
令
の
取
消
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
履
行
期
間
を
過

ぎ
た
場
合
の
訴
え
の
利
益
に
つ
き
、
「
謝
罪
文
の
掲
示
が
履
行
さ
れ
な
い
ま
ま
同
命
令
交
付
後
一
週
間
が
経
過
し
更
に
一
四
日
が
経
過
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
謝
罪
文
の
掲
示
義
務
が
消
滅
し
た
り
、
あ
る
い
は
謝
罪
文
の
掲
示
が
履
行
不
能
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
(
最

判
昭
和
六

0
・
七
・
一
九
労
働
判
例
四
五
七
号
四
頁
・
明
輝
製
作
所
事
件
)
。

(
お
)
救
済
命
令
に
対
し
て
使
用
者
が
再
審
査
を
申
立
て
た
と
き
は
、
中
労
委
会
長
は
、
使
用
者
に
対
し
命
令
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
履
行
を
「
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
労
委
規
則
五
一
条
の
一
一
)
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
窺
え
る
。

(M)
広
島
高
松
江
支
決
昭
和
四
五
・
六
・
二
四
労
民
集
二
一
巻
三
号
一

O
一
一
一
頁
(
益
田
農
協
事
件
)
、
大
阪
地
決
昭
和
二
六
・
一
一
・
一
七
労
民
集

二
巻
六
号
七
三
三
頁
(
近
畿
大
学
事
件
)
、
宇
都
宮
地
決
昭
和
三
五
・
四
・
八
労
民
集
一
一
巻
二
号
二
二
八
頁
(
国
華
タ
ク
シ
ー
事
件
)
。
た
だ
し
、

執
行
停
止
を
認
め
た
事
例
は
少
な
い
。

(
お
)
原
島
・
前
掲
注
(
日
)
一
二
二
五
頁
。

(
初
)
中
島
・
前
掲
注
(
却
)
四
四
三
頁
。

(
幻
)
広
島
高
松
江
支
決
昭
和
二
七
・
二
・
一
高
民
集
五
巻
一
号
二
四
頁
(
一
畑
電
鉄
事
件
)
、
広
島
高
決
昭
和
二
九
・
ニ
・
一
六
労
民
集
五
巻
二
号
一

一
O
六
頁
、
菊
池
勇
夫
・
林
迫
庚
「
全
訂
労
働
組
合
法
」
三

O
六

言命
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七
頁
(
勝
光
山
鉱
業
所
事
件
)
、
東
京
高
決
昭
和
五
三
・
一
一
・
一
六
労
民
集
二
九
巻
五
・
六
号
七
一
五
頁
(
済
生
会
中
央
病
院
事
件
)
、
東
京
高

決
昭
和
五
九
・
九
・
一
九
不
命
集
〈
救
済
編
〉
七
三
九
八
ノ
八
頁
(
柄
谷
工
務
庖
事
件
)
。

(
犯
)
札
幌
高
決
昭
和
四
二
・
三
・
二

O
行
訴
資
料
集
9
-
M
四
六
四
頁
(
第
一
小
型
ハ
イ
ヤ
ー
緊
急
命
令
違
反
に
対
す
る
抗
告
事
件
)
。

(
却
)
緒
方
節
郎
「
救
済
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
新
労
働
法
講
座
6
三
O
八
頁
。

(ω)
原
島
・
前
掲
注
(
日
)
三
二
五
頁
。
広
島
高
決
昭
和
四
九
・
一
-
一
二
労
民
集
二
五
巻
一
・
二
号
一
頁
(
敷
島
タ
ク
シ
ー
事
件
)
。

(
H
U
)

広
島
高
松
江
支
決
昭
和
四
五
・
六
・
二
四
労
民
集
二
一
巻
三
号
一

O
一
二
頁
(
益
田
農
協
執
行
停
止
却
下
決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件
)
。

四

む
す
び

労働委員会救済命令の効力

戦
後
、
労
働
組
合
法
に
よ
っ
て
労
働
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
以
来
四

O
年
以
上
が
経
過
し
、
そ
の
間
不
当
労
働
行
為
事
件
や
労
働
争
議
の

調
整
を
通
じ
、
労
働
委
員
会
は
わ
が
国
の
近
代
的
労
使
関
係
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後

も
そ
れ
は
労
使
聞
の
紛
争
解
決
の
た
め
の
専
門
的
な
行
政
機
関
と
し
て
、
そ
の
地
位
も
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
労
働
委
員
会
の
救
済
命
令
は
、
使
用
者
の
不
当
労
働
行
為
を
排
除
し
、
公
正
な
労
使
関
係
秩
序
を
迅
速
に
回
復
さ
せ
る
と
い
う
行

政
目
的
実
現
の
た
め
に
下
さ
れ
る
行
政
委
員
会
と
し
て
の
専
門
的
裁
量
判
断
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
救
済
命
令
は
、
実
体
法
上
の
権
利
義
務

関
係
の
確
定
を
目
的
と
す
る
司
法
救
済
と
は
自
ず
と
異
な
っ
た
存
在
意
義
と
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
従
来
の
論
議
は
、
主
と
し
て
不
当
労
働
行
為
の
成
否
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
労
働
委
員
会
の
行
政
委
員
会
と
し
て
の
地
位
、
審

理
手
続
、
救
済
命
令
の
特
殊
性
と
い
っ
た
問
題
に
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
、
不

当
労
働
行
為
救
済
手
続
は
、
わ
が
国
で
は
他
に
例
を
み
な
い
特
殊
な
制
度
で
あ
っ
て
、
救
済
命
令
の
性
格
や
効
力
も
一
般
の
行
政
処
分
と
は

大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
今
日
、
救
済
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
の
提
起
率
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
法
的

な
分
析
が
十
分
な
さ
れ
て
こ
そ
、
救
済
命
令
に
対
す
る
司
法
審
査
の
上
に
実
態
に
即
し
た
解
決
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
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説

こ
れ
に
関
連
し
て
、
今
後
は
、
労
働
委
員
会
が
準
司
法
的
機
能
を
持
つ
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
、
労
働
委
員
会
が
一
種
の
行
政
委
員
会
と
し
て
準
司
法
的
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
だ
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
手
続
構
造
や
機

能
、
特
に
、
公
正
取
引
委
員
会
に
代
表
さ
れ
る
他
の
行
政
委
員
会
の
手
続
や
機
能
と
の
相
違
等
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
い
が

た
い
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
い
っ
た
問
題
を
ふ
ま
え
、
審
級
省
略
、
実
質
的
証
拠
法
則
、
形
式
的
当
事
者
訴
訟
方
式
の
導
入
と
い
っ
た
立
法
論

そ
ろ
そ
ろ
真
剣
に
対
応
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

論

上
の
問
題
に
も
、

(
位
)
労
働
委
員
会
の
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
の
新
規
提
起
数
は
、
昭
和
二

0
年
代
で
は
、
地
労
委
命
令
に
つ
き
二
九
件
、
中
労
委
命
令
に
つ
き
二

一
件
、
昭
和
三

0
年
代
で
は
、
同
七
四
件
、
四
四
件
、
昭
和
四

0
年
代
で
は
、
同
一
三
八
件
、
一

O
四
件
、
昭
和
五

0
年
代
で
は
、
同
一
八
七
件
、

一
一
二
件
と
次
第
に
増
加
し
て
き
で
い
る
。
ま
た
、
使
用
者
側
敗
訴
部
分
の
地
労
委
命
令
に
対
す
る
取
消
訴
訟
提
起
率
は
、
昭
和
五
五
年
の
一
二
・

八
%
か
ら
昭
和
五
九
年
の
二
四
・
七
%
へ
と
次
第
に
高
ま
っ
て
い
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
(
高
嶋
他
・
前
掲
注
(
幻
)
三
四
八
頁
に
よ
る
)
。
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